
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時  ３月２８日（金）１０時００分 

 発 表 項 目 

  

（ 行 事 名 ） 

 北海道立子ども総合医療・療育センターにおける産後ケア事業の開始につ

いて 

 

 記者レクチャー 

  

 の お 知 ら せ 

(実施日時) 

 

 

  発 表 者  

  発表場所  

 

 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道立子ども総合医療・療育センターでは令和７年４月１日（火）より、

新たに札幌市から産後ケア事業（日帰り型）を受託し、札幌市に住民登録の

赤ちゃんとその母親を対象に、母親が困っていることに対するケアや十分に

休息をとっていただくことができるようになります。 

 

○北海道のホームページ 

https://kodomo.hospital.pref.hokkaido.lg.jp/center/higaerisangocare/  

※４月１日から公開 

 

 

 

 

 

 

 

 参 考 

  

  

○資料「日帰り型産後ケア開始のご案内」 

 

 

 

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 

・取材の際は、感染防止対策をお願いします。 

 

 

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所) 

 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

 

子ども総合医療・療育センター 企画総務課（担当者：田中） 

ＴＥＬ ダイヤルイン ０１１－６９１－８０４９ 内線 １０７２ 

 
 

４／１（火）の発表 

 

【道庁プレスリリース】 



 

 

 

 

 

 

 

当院では、令和７年（2025 年）４月１日から、生後６か月未満の乳児とそのお母さんを対象に、日

帰り型産後ケアを開始しております。 

利用をご希望の方は、申込フォームからお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、利用にあたっての注意事項などは、当センターのホームページ上でご確認ください。 

 

□母子手帳 □保険証・マイナンバーカード □札幌市産後ケア事業承認通知書  

□ティッシュ等の身の回り品 □オムツ・おしりふき □シャンプー等の洗面用具 

□ミルク・哺乳瓶 □使い切りタイプの離乳食 □母子の寝衣・着替え・タオル類 

□スリッパ □お子さまのケアに必要なもの（普段使用している玩具など） 

・生後６か月未満の赤ちゃんとお母さん 

※札幌市に住民票がある方に限ります。 

①ホームページの札幌市産後ケア事業利用申

込フォームから、必要事項を入力し送信して

ください。 

※申込は２営業日前の１２時までとなってい

ます。 

 

②利用申込後、翌日（土日祝日を除く）まで

に当院スタッフからお電話にて連絡し、入

力いただいた内容について確認をさせて

いただきます。 

 

③ご利用当日は、１階「入院受付」で受付とお

支払いが済みましたら病棟へご案内いたしま

す。 

・お母さんが困っていることをお聞きし、対応

方法などをお伝えします。 

・お母さんにゆっくりと休息や食事をとってい

ただきます。 

・お母さんの乳房のケアや手当の方法をお伝え

します。 

日帰り型産後ケア 
開始のご案内 

 

＜ホームページ＞ ＜申込フォーム＞ 

 

 

・１回 2,500円（昼食付） 

※１度の出産につき通算して７日以内のご利用になり

ます。 

 

 

・月～金曜日（祝日と年末年始を除く） 

・11:00～15:00頃まで 

※完全予約制、１日１組の受け入れとなります。 

※入院状況により利用日を確定します。 

 

 

産後ケアの内容 

 

利用できる方 

 

利用料金 

 

利用時間 

 

申込の流れ 

 

 

【お問い合わせ先】 

 北海道立子ども総合医療・療育センター ３階 母性病棟 産後ケア担当 

 電話番号：011-691-5696（PHS：6015） 

 ※月～金曜日 10:00～12:00 の時間帯に限ります 


